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業 種 建設業 

業 務 概 要 私たち山佐産業(株)は、1948 年に創業。 

以来、木造注文住宅をはじめとした一般建築物の設計・施工、土木・港湾工

事の施工、不動産分譲など幅広い分野で事業展開を続けてまいりました。 

今後も地域密着の事業展開をめざし、「郷土が誇る企業をつくる」をテーマに、

日々挑戦を続けてまいります。 

行 動 計 画 期 間 令和６年６月１日 ～ 令和１１年４月３０日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）育児介護休業法に基づく育児休業制度・介護休業制度及び産前産後

休業制度の諸制度の周知。 

〈対策〉 

・2024 年 6 月～ 相談窓口担当者による相談会を実施する。 

・2024 年 10 月～ 年２回育児休業制度・介護休業制度の説明用パンフレッ 

トを基に全社員向けに実施。 

目標２）男性育児休業取得を促進する為の広報活動・会社独自の育休制度の

整備。 

〈対策〉 

・2024 年 6 月～ 全従業員への育児休業制度の案内 

          育児休業利用者の体験者へのアンケート実施 

          育児休業を促進するための広報を実施 

・2024 年 9 月～ 会社独自の育休促進の為の制度の検証・整備 

          (他社企業の育休制度の検証，会社に合う育休制度の 

整備) 

目標 3）子の看護休暇の促進及び短時間勤務・時差出勤の周知 

〈対策〉 

・2024 年 10 月～ 子の看護休暇制度及び育児短時間出勤制度の見直し 

・2025年 4月～ 子の看護休暇制度の対象年齢及び制度内容の改正を行う。 

目標 4）有給休暇の取得促進を図る。 

〈対策〉 

・2024 年 １月～ 有給休暇取得率の現状をまとめ，社員に通知し毎年 8 日 

は全社員利用していただくよう周知を行う。 

・2025 年 4 月～ 年度末に利用状況を全社員へ周知し，取得率を公表する 

（毎年） 



                                                                                             

目標５）若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供 

〈対策〉 

・2024 年 6 月～ 「職場体験」の設定と安全対策の実施 

・2025 年 5 月～ 各学校への広報と「職場体験」の実施 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■相談窓口の設置 

親会社である山佐ホールディングス株式会社総務部に担当者を選任して、社 

員からの相談を随時、受け付けています。 

■年次有給休暇の取得の促進 

年次有給休暇の取得率５０％以上を目指し、計画付与を実施。経営会議にお 

いて推進を呼びかけていきます。 

■インターンシップの受け入れ 

学校、関係団体からの依頼を積極的に受け入れ、若年者の就業体験の機会の 

創出に寄与しています。 


